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●
交
流
拠
点
施
設
こ
ぶ
し
の

さ
と
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定

　
こ
の
施
設
は
、
人
口
減
少

対
策
及
び
観
光
振
興
の
推
進

に
寄
与
す
る
た
め
、
地
域
の

維
持
活
性
化
及
び
交
流
人
口

の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
設
置
し
て
い
る
。

　
令
和
６
年
９
月
２
日
よ
り

公
募
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

株
式
会
社
フ
ァ
ウ
ン
デ
ィ
ン

グ
ベ
ー
ス
代
表
取
締
役
山
本

賢
司
（
や
ま
も
と
け
ん
じ
）

１
社
か
ら
応
募
が
あ
っ
た
。

　
当
社
は
、
全
国
各
地
に
お

い
て
地
域
と
共
創
し
た
ま
ち

づ
く
り
事
業
を
展
開
し
て
お

り
、
指
定
管
理
者
と
し
て
の

実
績
が
あ
る
。

　
ま
た
、
事
業
を
展
開
す
る

に
あ
た
り
、
独
立
採
算
の
確

立
や
地
域
貢
献
に
取
り
組
む

な
ど
、
事
業
計
画
も
適
切
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
指
定
管
理

者
候
補
と
し
て
適
当
で
あ
る

と
判
断
し
た
の
で
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
。

　
な
お
、
期
間
は
、
令
和
７

年
１
月
６
日
か
ら
令
和
11
年

３
月
31
日
ま
で
の
４
年
３
カ

月
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

●
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
所
持
者
に
対
す
る
精
神

科
医
療
費
お
よ
び
一
般
医
療

費
へ
の
助
成
制
度
（
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
）
へ
の
意
見
書

　
　
　
　
　
　
提
出
議
員

　
　
　
　
　
　

濱
村

美
香

　
　
　
　
　
　
賛
成
議
員

　
　
　
　
　
　

水
野

佐
知

　
　
　
　
　
　

吉
尾

昌
樹

　
発
達
障
害
を
含
む
精
神
障

が
い
を
持
つ
当
事
者
は
、
入

院
や
通
院
、
服
薬
等
が
長
期

に
わ
た
り
、
ま
た
、
高
額
の

医
療
費
が
家
計
を
圧
迫
す
る
。

　
一
般
就
労
は
難
し
く
、
月

１
万
円
か
ら
２
万
円
の
工
賃

の
状
況
も
あ
る
。

　
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
の
所
持
者
を
対
象
と
す

る
精
神
科
の
通
院
、
入
院
及

び
一
般
医
療
の
通
院
、
入
院

に
も
適
用
さ
せ
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
含
め
、
国
の
取
り

組
み
に
加
え
て
自
治
体
の
支

●
令
和
６
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算

１
８
０
３
万
円
を
追
加

し
、
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
１

６
億
６
４
８
１
万
円
と
す
る

も
の
。

　
専
決
処
分
は
、
10
月
９
日

の
衆
議
院
の
解
散
に
伴
う
衆

議
院
議
員
選
挙
の
た
め
の
経

費
に
係
る
補
正
。

　
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
歳
入

は
、
県
支
出
金
を
充
当
し
、

基
金
繰
入
金
で
収
支
の
調
整

を
行
っ
て
い
る
。

　
早
期
の
予
算
確
保
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
専
決
処

分
を
行
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
承
認
（
全
員
）

●
令
和
６
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算

２
５
０
０
万
円
を
追
加
し
、

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
１
６
億

８
９
８
１
万
円
と
す
る
も
の
。

　
予
算
の
概
要
は
、
木
造
住

宅
耐
震
工
事
費
の
追
加
。

　
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
歳
入

は
、
国
、
県
支
出
金
を
充
当

し
、
基
金
繰
入
金
で
収
支
の

調
整
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

■
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事

費
補
助
金
　
２
５
０
０
万
円

　
申
請
件
数
に
対
応
し
た
追

加
分
を
計
上
。

申
請
件
数
に
応
じ
た
補
正

と
の
こ
と
だ
が
、
内
容
は
。

　
令
和
５
年
度
か
ら
の
繰
越

予
算
と
令
和
６
年
度
当
初
予

算
で
、
耐
震
改
修
工
事
費
と

し
て
約
96
件
分
を
予
算
化
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
元
日
の

能
登
半
島
地
震
や
、
４
月
の

宿
毛
市
で
の
震
度
６
弱
の
地

震
等
で
町
民
の
関
心
が
高
ま

り
、
耐
震
設
計
申
請
が
増
加
。

　
こ
の
耐
震
設
計
の
方
は
当

初
と
繰
越
で
約
54
件
分
を
組

む
も
、
令
和
６
年
９
月
末
現

在
で
90
件
を
完
了
。
今
後
も

申
請
等
が
増
加
見
込
み
で
、

耐
震
改
修
工
事
の
予
算
が
不

足
と
な
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、
９
月
末
現
在

71
件
完
了
し
て
い
る
耐
震
改

修
工
事
に
、
今
回
、
約
20
件

分
の
工
事
費
を
補
正
し
、
約

１
０
０
件
と
す
る
も
の
。

　
令
和
６
年
10
月
27
日
を

も
っ
て
副
町
長
を
辞
任
し
た

黒
潮
町
入
野
１
３
４
１
番
地

２
、
昭
和
42
年
11
月
15
日
生

ま
れ
の
西
村
康
浩
氏
を
、
再

度
、
副
町
長
と
し
て
選
任
す

る
も
の
。

　
任
期
は
、
令
和
６
年
10
月

28
日
か
ら
令
和
10
年
10
月
27

日
。

　
令
和
６
年
10
月
27
日
を

も
っ
て
、
固
定
資
産
評
価
員

を
辞
任
し
た
西
村
康
浩
氏
を

再
度
、
固
定
資
産
評
価
員
に

選
任
す
る
も
の
。

な
い
の
は
、
全
国
で
四
国
４

県
な
ど
計
６
県
の
み
で
、
就

労
が
難
し
く
、
低
所
得
の
障

が
い
者
の
家
計
を
圧
迫
し
て

い
る
。
県
も
９
月
の
県
議
会

で
本
格
的
に
検
討
を
開
始
す

る
と
、
前
向
き
な
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。

　
今
回
、
こ
の
意
見
書
の
提

出
に
よ
り
、
家
族
や
当
事
者

が
安
心
し
て
生
活
し
て
い
け

る
と
思
う
の
で
、
賛
成
す
る
。

●
学
校
の
業
務
量
に
見
合
っ

た
教
職
員
配
置
、
長
時
間
労

働
を
抑
制
す
る
た
め
、
教
員

に
残
業
代
を
支
給
可
能
と
す

る
給
特
法
の
改
正
、
新
た
な

職
の
創
設
に
対
し
て
慎
重
審

議
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
提
出
議
員

　
　
　
　
　
　

山
本

牧
夫

　
　
　
　
　
　
賛
成
議
員

　
　
　
　
　
　

浅
野

修
一

　
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
支

え
る
教
員
不
足
が
深
刻
に

な
っ
て
い
る
。
来
春
の
採
用

予
定
の
高
知
県
小
学
校
教
諭

試
験
合
格
者
の
71
・
３
％
が

辞
退
し
、
異
常
な
状
態
と
な

教
職
員
の

　
　
処
遇
改
善
を

る
な
ど
、
特
に
小
学
校
の
教

員
不
足
が
厳
し
い
状
況
だ
。

　
こ
れ
に
は
多
く
の
要
因
が

あ
る
が
、
長
時
間
労
働
に
対

す
る
時
間
外
手
当
が
４
％
の

限
定
、
学
校
や
教
員
へ
の
過

剰
な
要
求
の
増
加
、
メ
ン
タ

ル
面
の
不
調
を
訴
え
る
教
員

の
増
加
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　
ま
た
、
産
休
や
育
休
な
ど

の
代
替
や
加
配
の
教
員
補
充

が
十
分
で
な
い
こ
と
も
大
き

な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　
教
育
は
国
の
基
本
で
あ

り
、
将
来
担
う
児
童
生
徒
が

安
心
し
て
教
育
を
受
け
ら
れ

る
環
境
づ
く
り
こ
そ
が
、
将

来
の
国
づ
く
り
に
最
も
重
要

と
考
え
提
出
す
る
も
の
。

　
な
お
、
提
出
先
は
、
衆
参

両
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大

臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
財
務

大
臣
、
総
務
大
臣
。

　
　
　
　
　
　
可
決（
全
員
）

耐震工事の一例（接続補強盤）

漏
水
の
箇
所
数
と
、
漏
水

の
原
因
は
。

　
今
年
度
の
漏
水
調
査
は
、

大
方
地
区
で
８
月
27
日
か
ら

３
月
25
日
ま
で
の
委
託
を
し

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
報
告

を
受
け
た
漏
水
箇
所
の
修
繕

を
行
う
た
め
の
も
の
。　

　
主
な
箇
所
は
、
旧
伊
田
小

学
校
か
ら
港
の
間
、
上
川
口

郷
の
集
会
所
付
近
が
大
き
な

箇
所
で
、
そ
の
他
に
は
給
水

関
係
で
数
カ
所
あ
る
。

　
原
因
に
つ
い
て
は
、
地
表

に
て
機
械
で
漏
水
箇
所
の
探

索
を
行
う
た
め
、
工
事
で
掘

削
な
ど
を
し
て
み
な
い
と
分

か
ら
な
い
状
況
だ
。

●
税
条
例
の
一
部
改
正

　
こ
の
改
正
は
、
上
位
法
の

一
部
改
正
な
ど
に
よ
り
、
寄

附
金
税
額
控
除
等
を
改
正
す

る
も
の
。
　
　
可
決
（
全
員
）

●
給
与
等
集
中
処
理
特
別
会

計
補
正
予
算

　
４
２
０
５
万
円
を
追
加

し
、
総
額
を
15
億
１
８
４
万

円
と
す
る
も
の
。

　
概
要
は
、
年
度
当
初
か
ら

の
職
員
の
異
動
処
理
等
現
状

の
配
置
に
応
じ
た
人
件
費
所

要
見
込
額
算
出
に
よ
る
補

正
、
ま
た
、
時
間
外
手
当
等

各
種
手
当
の
調
整
に
よ
る
も

の
。　
　
　
　

●
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算

　
２
０
０
万
円
増
額
し
、
総

額
を
２
億
９
３
６
７
万
円
と

す
る
も
の
。

　
概
要
は
、
主
に
漏
水
調
査

に
よ
り
発
覚
し
た
漏
水
箇
所

の
修
繕
費
２
０
０
万
円
を
追

加
計
上
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

援
を
求
め
働
き
掛
け
る
も
の
。

　
こ
の
件
は
、
県
で
も
既
に

検
討
に
入
っ
て
い
る
が
、
よ

り
深
く
検
討
さ
れ
る
よ
う
、

高
知
県
知
事
宛
に
意
見
書
の

提
出
を
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

　
　
　
　
　
　
　
発
達
障
害

　
　
　
　
　
　
を
含
む
精
神

　
　
　
　
　
　
障
が
い
者
は
、

　
　
　
　
　
　
統
合
失
調
症

で
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
長

期
の
服
薬
に
よ
り
他
の
病
気

の
発
症
も
あ
り
、
社
会
参
加

の
機
会
も
少
な
い
。

　
身
体
障
が
い
者
と
知
的
障

が
い
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
疾
患

で
も
通
院
、
入
院
に
助
成
が

あ
り
、
医
療
費
の
自
己
負
担

は
な
い
。
し
か
し
、
精
神
障

が
い
者
は
対
象
外
で
、
助
成

を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
精
神

疾
患
を
原
因
と
す
る
通
院
の

み
で
、
他
の
疾
患
や
入
院
は

自
己
負
担
だ
。
こ
の
助
成
が

こ
ぶ
し
の
さ
と
の

指
定
管
理
者
決
ま
る

精
神
障
が
い
者
へ
の

　
　
一
層
の
助
成
を

人
件
費
見
込
み
額

各
種
手
当
の
調
整
で

修
繕
費

２
０
０
万
円
の
追
加

村
越

情
報
防
災
課
長

宮
地

葉
子

議
員

宮
地

葉
子

議
員

【
専
決
処
分
の
承
認
】

衆
議
院
解
散
に
よ
る

　
選
挙
費
用
を
補
正

木
造
住
宅
耐
震

工
事
費
20
件
分
追
加

令
和
６
年
10
月
　
臨
時
会

10
月
28
日
に
開
催
。
専
決
処
分
の
承
認
、
一
般
会
計
補
正

予
算
と
副
町
長
の
選
任
、
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
の
４
件

が
提
案
さ
れ
、
４
件
共
に
承
認
・
可
決
さ
れ
た
。

副
町
長
の
選
任

固
定
資
産
評
価

委
員
の
選
任

指
定
管
理
者
の
指
定

令
和
６
年
度

特
別
会
計
補
正
予
算

議
員
提
出
議
案

条
例
の
一
部
改
正

河
村

建
設
課
長

賛
成

交
流
拠
点
施
設
こ
ぶ
し

の
さ
と
（
拳
ノ
川
）

討
　
論


